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広 報

今回の
表　紙

近藤さんご夫妻の
人前結婚式

　「街を元気に！」をテーマに立ち上げられたサルビアウェディングプロジェクト。その一環
として、結婚式を挙げられなかった2人のために、JR徳山駅前のイルミネーションをバックに
人前結婚式を開催しました。

●主な掲載内容

高額医療・高額介護合算療養費／
パブリック・コメント …P5
そこが知りたい！
～徳山大学公立化の検討～ …P6

市・県民税の申告と確定申告／
申告相談の日程と会場 …P2～P4



市
・
県
民
税
の
申
告

　●
令
和
3
年
1
月
1
日
現
在
、市
内
に
住
所

を
有
す
る
人

●
令
和
2
年
中
に
農
業・営
業・不
動
産・配

当
・
譲
渡
な
ど
の
収
入
が
あ
っ
た
人（
確

定
申
告
し
た
人
は
除
く
）

●
年
末
調
整
済
の
給
与
所
得
以
外
に
収
入

（
生
命
保
険
契
約
な
ど
の
満
期
な
ど
に
よ

　
る
一
時
金
の
収
入
や
、個
人
年
金
な
ど
の

受
け
取
り
を
含
む
）が
あ
っ
た
人

※

年
末
調
整
済
給
与
以
外
の
所
得
の
合

計
が
20
万
円
以
下
の
場
合
は
、確
定
申

告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、市
・
県

民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

●
病
気
・
失
業
・
学
生
な
ど
で
収
入
が
無

か
っ
た
人

●
親
族
の
扶
養
に
入
っ
て
い
る
人
で
、扶
養

し
て
い
る
人
が
同
一
世
帯
以
外
か
市
外

に
住
ん
で
い
る
人

●
給
与
所
得
や
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴

収
票
に
記
載
さ
れ
た
も
の
以
外
の
控
除

を
受
け
る
人

●
前
年
の
状
況
か
ら
判
断
し
て
申
告
が
必

要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
や
、前
年
に

市
・
県
民
税
の
申
告
を
し
た
人
な
ど
へ

は
、1
月
末
に
市
・
県
民
税
申
告
書
を
発

送
し
ま
す
。

■
申
告
が
必
要
な
人

■
申
告
書
の
配
布
と
提
出

所
得
税
の
確
定
申
告

●
令
和
2
年
中
に
、農
業
・
営
業
・
不
動
産
・

配
当・譲
渡
な
ど
の
収
入
が
あ
っ
た
人

●
令
和
2
年
中
の
給
与
収
入
が
２
０
０
０

万
円
を
超
え
る
人

●
年
末
調
整
済
給
与
以
外
の
所
得
の
合
計

が
20
万
円
を
超
え
る
人

●
同
族
会
社
の
役
員
な
ど
で
、そ
の
会
社
か

ら
給
与
の
他
に
、貸
付
金
の
利
子
・
店
舗

や
工
場
な
ど
の
賃
貸
料・機
械
器
具
の
使

用
料
な
ど
の
支
払
い
を
受
け
た
人

●
給
与
に
つ
い
て
、災
害
減
免
法
に
よ
り
源

泉
徴
収
税
額
の
徴
収
猶
予
や
還
付
を
受

け
た
人

●
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
な
ど
を
新
規
に
申
請
す

る
人

　
次
の
要
件
の
両
方
に
該
当
す
る
場
合

は
、確
定
申
告
は
不
要
で
す
。た
だ
し
、所

得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、確
定

申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。確
定
申
告

書
の
提
出
を
要
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
、市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。

要
件
　
▼
令
和
2
年
中
の
公
的
年
金
の
収

入
金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
▼
令
和
2
年

中
の
公
的
年
金
の
収
入
以
外
の
所
得
金
額

が
20
万
円
以
下

■
申
告
が
必
要
な
人

■
公
的
年
金
所
得
が
あ
る
人

■
申
告
書
の
提
出

●
申
告
書
の
記
入
が
全
て
済
ん
で
い
る
人

は
、徳
山
税
務
署
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

●
郵
送
の
場
合
で
控
え
が
必
要
な
人
は
、切

手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て

く
だ
さ
い
。

　
〒
７
４
５-

８
６
５
５
岐
山
通
１-

１
課

税
課
市
民
税
二
担
当
☎
0
8
3
4-

22-

8
2
7
3

提
出
先
　
〒
７
４
５-

８
６
２
２
今
宿
町

２-

３５
徳
山
税
務
署

問
合
せ
　
確
定
申
告
テ
レ
フ
ォ
ン
セ
ン

タ
ー
☎
０
８
３
４-

21-

１
０
１
０（
音
声
ガ

イ
ダ
ン
ス
で「
０
」を
選
択
）

※

開
設
期
間
は
1
月
15
日（
金
）〜
3
月
15

日（
月
）平
日
8
時
30
分
〜
17
時
で
す
。

●
申
告
書
が
届
か
な
い
場
合
で
も
、申
告
期

間
中
は
、総
合
支
所
・
支
所
な
ど
の
窓
口

で
申
告
書
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

●
申
告
書
の
記
入
が
全
て
済
ん
で
い
る
人

は
、課
税
課・総
合
支
所・支
所
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。郵
送
の
場
合
は
、必
ず
連

絡
先
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
告
書
や
添
付
資
料
の
控
え
が
必
要

な
人
は
、提
出
前
に
各
自
で
コ
ピ
ー
し

て
く
だ
さ
い
。控
え
に
受
け
付
け
印
が

必
要
な
場
合
は
、申
告
書
の
写
し
と
切

手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
し

て
く
だ
さ
い
。

市・県民税の申告と
所得税の確定申告
市・県民税の申告と
所得税の確定申告

提
出
先
・
問
合
せ

■
所
得
税
の
確
定
申
告

■
市・県
民
税
の
申
告
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　確定申告は、自宅などからパソコン・スマー
トフォンで利用できるe-Taxが便利です。ま
た、申告書を印刷し、郵送で提出することもで
きます。

問合せ e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
☎0570-01-5901 国税庁 検索

イータックス

申
告
に
必
要
な
も
の

●
各
種
申
告
書（
市・県
民
税
申
告
書
、確
定

申
告
書
）

●
は
が
き（
徳
山
税
務
署
か
ら
は
が
き
が
届

い
た
人
で
、確
定
申
告
す
る
人
の
み
）

●
印
鑑

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、ま
た
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
と
本
人
確
認
書
類

●
給
与
収
入
が
あ
る
場
合…
給
与
所
得
の

源
泉
徴
収
票

●
公
的
年
金
収
入
が
あ
る
場
合…
公
的
年

金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

●
営
業
所
得
や
農
業
所
得
、不
動
産
所
得
な

ど
が
あ
る
場
合…

明
細
書
、領
収
書
な
ど

　
を
も
と
に
作
成
し
た
収
支
内
訳
書

●
生
命
保
険
契
約
の
満
期
な
ど
に
よ
る
一

時
金
の
収
入
が
あ
る
場
合…

明
細
書

●
個
人
年
金
な
ど
の
受
け
取
り
が
あ
る
場

合…

支
払
証
明
書

●
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合…

▼
記
載

済
み
の
医
療
費
控
除
の
明
細
書
▼
医
療

費
の
通
知
▼
支
払
っ
た
医
療
費
に
対
し

て
保
険
な
ど
で
補
填
さ
れ
る
金
額
が
あ

れ
ば
そ
の
明
細
書
な
ど

※

令
和
2
年
分
か
ら
医
療
費
の
領
収
書
の
添

付
で
は
医
療
費
控
除
は
受
け
付
け
で
き
ま

せ
ん
。

●
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制（
医
療

費
控
除
の
特
例
）を
受
け
る
場
合…

▼

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明

細
書
▼
健
康
保
持
・
疾
病
予
防
の
取
り

組
み
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

書
類
▼
支
払
っ
た
医
療
費
に
対
し
て
保
険

な
ど
で
補
填
さ
れ
る
金
額
が
あ
れ
ば
そ

の
明
細
書
な
ど

※
医
療
費
控
除
の
明
細
書
や
セ
ル
フ
メ

デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書
の
様

式
は
、税
務
署
・
課
税
課
・
総
合
支
所
・
支

所・国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
配
布
し
て

い
ま
す
。

●
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
場
合…

国

民
年
金
保
険
料
・
国
民
健
康
保
険
料
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料

な
ど
の
▼
領
収
書
▼
支
払
証
明
書
▼
控

除
証
明
書
▼
納
付
済
通
知
書

●
生
命
保
険
料
控
除
や
地
震
保
険
料
控
除

を
受
け
る
場
合…

支
払
っ
た
保
険
料
の

控
除
証
書

●
障
害
者
控
除
を
受
け
る
場
合…

障
害
者

手
帳・証
明
書
な
ど

●
新
た
に
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る
場

合…

▼
登
記
事
項
証
明
書
▼
売
買
契
約

書
ま
た
は
工
事
請
負
契
約
書
の
写
し
▼

住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末

残
高
証
明
書
な
ど

●
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
場
合…

寄
付
し

た
団
体
な
ど
か
ら
交
付
を
受
け
た
領
収
書

※

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人
が
市・県

民
税
の
控
除
を
受
け
る
に
は「
住
民
税
に

関
す
る
事
項
」へ
の
記
入
が
必
須
で
す
。

※

そ
の
他
、申
告
に
必
要
と
思
わ
れ
る
書

類・資
料
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
収
入
に
関
わ
る
も
の

■
必
ず
必
要
な
も
の

■
控
除
に
関
わ
る
も
の

■申告書を全て記入している場合は、郵送

でも受け付けます。
■申告会場へは、医療費の集計などは各自で

計算を済ませ、収支内訳書や医療費控除の

明細書などを記入して来場してください。
■所得税の還付を受けるためには、確定申

告が必要です。確定申告をした人は、市・

県民税の申告は不要です。
■課税課では所得税の確定申告の申告相

談はしていません。
■総合支所などでは、決められた場所・日時

以外では申告相談を受け付けできません。
■申告にはマイナンバーの記載が必要です。

確認事項

申告会場は大変混み合います。感染リスク軽減のため、
自宅などでの確定申告をお願いします。

￥

ほ
て
ん

2021.1.153



所得税の確定申告

市・県民税の申告

期日 会場【対象地区】と受付時間

会場：徳山税務署

※【　】内は対象地区・地域の目安です。居住地域以外の日程でも受け付けをします。
※期間中は、決められた場所・日時以外での申告や相談はできません。
※各会場への電話での問い合わせはできません。

詳しい会場と時間は、下の表のとおりです

申告相談の日程と会場

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

コロナに関する注意事項

●申告会場ではマスクを着用して
ください。

●体調のすぐれない人は、来場を
控えてください。別の日程の会
場を利用するか、郵送などで申
告書を提出してください。

●新型コロナウイルス感染症の発
生状況によっては、会場を閉鎖
する場合があります。

１月

2月

３月

28日（木）
29日（金）

1日（月）
2日（火）
3日（水）
4日（木）
5日（金）
8日（月）
9日（火）

10日（水）
12日（金）
16日（火）
17日（水）
18日（木）
19日（金）
22日（月）
24日（水）
25日（木）
26日（金）

1日（月）
2日（火）
3日（水）
4日（木）
5日（金）
8日（月）
9日（火）

10日（水）
11日（木）
12日（金）
15日（月）

市役所共用会議室
（9時～16時30分）

和田市民センター（9時30分～15時）
大津島ふれあいセンター（12時～13時30分）、大津島支所（15時～17時）
大島市民センター（9時30分～12時）、粭島市民センター（14時～15時30分） 
向道支所（大道理夢求の里交流館）（9時30分～11時30分）、大向市民センター（13時30分～15時30分）
長穂支所（10時～15時）
中須支所（9時30分～15時）
須金支所（10時～14時）
須々万支所（9時30分～15時）
菊川支所（9時30分～15時）
久米支所（9時30分～15時）
浜支所（9時30分～15時）

　　　ー
湯野支所（9時30分～15時）
夜市支所（9時30分～15時）
道の駅ソレーネ周南（9時30分～15時）
鶴いこいの里交流センター（9時30分～15時）
コアプラザかの【大潮・須万・金峰・巣山地区】（9時30分～15時30分）
コアプラザかの【鹿野上地区】（9時30分～15時30分） 
コアプラザかの【鹿野中・鹿野下地区】（9時30分～15時30分）

　　　ー
新南陽ふれあいセンター【富田地区】（9時30分～15時30分）
新南陽ふれあいセンター【富田地区】（9時30分～15時30分）
新南陽ふれあいセンター【福川地区】（9時30分～15時30分）
新南陽ふれあいセンター【福川地区】（9時30分～15時30分）
ゆめプラザ熊毛【大字樋口・大字原・高水原・大字清尾地区】（9時30分～15時30分）
ゆめプラザ熊毛【大字安田・大字中村・鶴見台・大字小松原地区】（9時30分～15時30分）
ゆめプラザ熊毛【大字大河内・清光台町・新清光台地区】（9時30分～15時30分）
ゆめプラザ熊毛【大字大河内・清光台町・新清光台・勝間ヶ丘・藤ヶ台地区】（9時30分～15時30分）
ゆめプラザ熊毛【大字呼坂・呼坂本町・大字奥関屋・熊毛中央町地区】（9時30分～15時30分）

　　　ー

※2月15日（月）以前は申告会場を設置していません。※駐車場は台数に限りがある
ので、公共交通機関を利用してください。※申告会場の混雑緩和のため、入場整理
券を配布します。配布状況に応じて、後日の来場をお願いすることがあります。
※所得税の青色申告・分離課税・雑損控除・住宅ローン控除の新規の申告などは、
徳山税務署のみで受け付けます。

●期間／2月16日（火）～3月15日（月）※土・日曜日、祝日を除きます。　
●受付時間／8時30分～16時　●相談時間／9時～17時
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　案がまとまりましたので、市民の
皆さんからの意見を募集します。

対象　市内に在住または通勤・通
学する人、市内に事務所または
事業所を有する人および団体

※提出された意見に対する市の考え方
は、計画ごとに市ホームページなどでま
とめて公表し、提出者への個別回答は
行いません。

パブリック・
コメント

老人保健福祉計画（第９次）・介護保険事業計画（第８期）（案）
閲 覧 期 間
閲 覧 場 所

意見の提出

２月１５日（月）まで２月１５日（月）まで２月１５日（月）まで２月１５日（月）まで２月１５日（月）まで２月１５日（月）まで２月１５日（月）まで２月１５日（月）まで２月１５日（月）まで２月１５日（月）まで２月１５日（月）まで２月１５日（月）まで２月１５日（月）まで２月１５日（月）まで２月１５日（月）まで２月１５日（月）まで２月１５日（月）まで
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第６期周南市障害福祉計画・第２期周南市障害児福祉計画（案）
閲 覧 期 間
閲 覧 場 所
意見の提出

１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）１月１９日（火）～２月１９日（金）
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現役並み所得者Ⅲ（住民税の課税所得が690万円以上）
現役並み所得者Ⅱ（住民税の課税所得が380万円以上）
現役並み所得者Ⅰ（住民税の課税所得が145万円以上）
一般（現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、低所得Ⅰ・Ⅱ以外の人）　
低所得Ⅱ（同世帯全員が住民税非課税で低所得Ⅰに該当しない人）
低所得Ⅰ（同世帯全員が住民税非課税で世帯全員の所得が0円
（年金の所得は控除額を80万円として計算）の人）

所得区分 自己負担限度額
212万円
141万円
67万円
56万円
31万円

19万円

※自己負担額は、支給を受けた高額療養費、高額介護サービス費を除いた額になります。※医療保険または介護保険の自己負担額のどちらかが0円
の場合は、支給対象になりません。※自己負担限度額を超える額が500円を超えない場合は、支給対象になりません。※入院時の食費や居住費、差
額ベッド代など、合算の対象とならないものがあります。

高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
と

は
、医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
両
方

を
利
用
す
る
世
帯
が
、著
し
く
高
額

な
自
己
負
担
に
な
る
場
合
の
負
担
を

軽
減
す
る
し
く
み
で
す
。

1
年
間（
毎
年
8
月
1
日
〜
翌
年

7
月
31
日
）の
医
療
保
険
と
介
護
保

険
の
自
己
負
担
額
を
合
計
し
た
金

額
が
一
定
の
限
度
額
を
超
え
た
場

合
に
、そ
の
超
え
た
額
を
支
給
し

ま
す
。

同
一
世
帯
の
、後
期
高
齢
者
医
療

保
険
加
入
者
全
員
の
、医
療
保
険
と

介
護
保
険
の
自
己
負
担
額

令
和
元
年
8
月
1
日
か
ら
令
和
2

年
7
月
31
日
ま
で

申
請
が
必
要
な
人
に
は
、2
月
上

旬
か
ら
順
次
通
知
し
ま
す
。令
和
2

年
7
月
31
日
時
点
に
住
ん
で
い
た

市
町
の
後
期
高
齢
者
医
療
担
当
課
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
計
算
期
間
内
に
、市
町
を
越
え
る

転
居
を
し
た
場
合
や
、他
の
医
療

保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

に
移
っ
た
場
合
は
、支
給
対
象
で

あ
っ
て
も
通
知
が
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。対
象
に
な
る
場
合

は
、以
前
の
市
町
や
保
険
に
自
己

負
担
額
証
明
書
の
交
付
を
申
請

し
、添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
手
続
き

計
算
期
間

合
計
で
き
る
範
囲

高額介護合算療養費

0834-22-8467・　0834-22-8250834-22-8467・　0834-22-8250834-22-8467・　0834-22-8250834-22-8467・　0834-22-8250834-22-8467・　0834-22-8250834-22-8467・　0834-22-825

0834-22-8463・　0834-22-8464・0834-22-8463・　0834-22-8464・0834-22-8463・　0834-22-8464・0834-22-8463・　0834-22-8464・0834-22-8463・　0834-22-8464・0834-22-8463・　0834-22-8464・

高額療養費
　後期高齢者医療保険で
月額の自己負担額の設定が
あります。

高額介護サービス費
　介護保険で月額の自己負
担限度額の設定がありま
す。

高額介護合算療養費

　それぞれを合算し、年額の自己負担額限度額の設定があります。

問合せ　保険年金課給付担当☎0834-22-8311、県後期高齢者医療広域連合事務局医療給付係☎083-921-7113

高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
へ
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問合せ リサイクル推進課リサイクル担当☎0834-22-8303

リサイクル通信

知っていますか？電池の捨て方

問合せ 地域づくり推進課地域づくり支援担当☎0834-22-8412

住み続けたくなるまちづくり

自治会はココにも。

住んでいる人たちが、温かい心と触れ合いでお互いを
理解し、協力しながら、快適で住みよい地域社会を実現
するため、自治会はさまざまな活動をしています。
例えば、地域や行政からの情報を共有するため、広報
しゅうなんの配布や、行事など
の暮らしに関わるお知らせの回
覧をしています。
こうした活動を続けていくた
めには、住民の皆さんの協力が
必要です。支え合い、よりよい地
域を作りましょう。

電池は、処分の方法を間違えると発火する危険性がありま
す。近年は充電式の電池が内蔵された製品も増えており、それ
が容器包装プラスチックの中に紛れ、リサイクル工場内で発火
するという事態が起きています。事故を防ぐためにも、電池は
適切に処分してください。

知

！

そ
こ

り
た
い

が
Ｑ
公
立
化
の
検
討
は
ど
の
よ
う
に
進

め
て
い
る
の
？

　
現
在
、有
識
者
会
議
で
検
討
を
行
っ
て

い
ま
す
。会
議
は
全
5
回
の
開
催
を
予
定

し
て
お
り
、こ
れ
ま
で
に
3
回
開
催
し
て

い
ま
す
。

Ｑ
ど
ん
な
こ
と
が
話
し
合
わ
れ
て
い

る
の
？

　
徳
山
大
学
の
現
状
や
他
の
公
立
化
事

例
、公
立
化
す
る
こ
と
に
よ
る
市
財
政
へ

の
影
響
な
ど
、幅
広
い
テ
ー
マ
で
議
論
さ

れ
て
い
ま
す
。

Ｑ
公
立
化
す
る
か
し
な
い
か
は
、い

つ
決
ま
る
の
？

　
市
民
か
ら
の
意
見
も
聞
き
な
が
ら
、令
和

3
年
度
の
な
る
べ
く
早
い
時
期
に
方
向
性

を
決
め
る
予
定
で
す
。

　
市
が
検
討
し
て
い
る
、徳
山
大
学
の
公
立

化
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

問
合
せ

企
画
課
公
立
大
学
推
進
室

☎
0
8
3
4-

22-

8
8
3
4

次
回
開
催

日
時
　
1
月
20
日（
水
）10
時
〜
12
時

場
所
　
市
役
所
庁
議
室

※

傍
聴
は
、先
着
順
で
10
人
程
度
ま

で
で
す
。

使い切りの電池
充電式の電池・

充電式電池が内蔵された製品

アルカリ乾電池 ・マ
ンガン乾電池 ・リチ
ウム1次電池 など

リチウムイオン電池 ・ニッケル
水素電池 ・電子たばこ・モバイ
ルバッテリー など

処理困難物へ 家電量販店など、
店頭回収しているお店へ

会
議
の
内
容
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
開
し
て
い
ま
す
。

会
議
の
様
子
は
傍
聴

で
き
ま
す

▲有識者検討会議開催の様子

※充電式電池が内蔵された製品は、市役所などに設置してい
る小型家電回収ボックスでも回収します。

充
電
式

こ
ち
ら
を
読
み

取
る
か「
徳
山
大

学
公
立
化
有
識

者
検
討
会
議
」で

検
索
し
て
く
だ

さ
い
。

▶
ア
ク
セ
ス
は

こ
ち
ら
か
ら
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■休日夜間急病診療所（慶万町10-9）
診療科目　外科（休日のみ）、内科
診療時間 ●休日…9時～12時、
　13時～17時、19時～22時
　●平日夜間…19時～22時
電話　☎0834-32-2299
■周南地域休日・夜間こども急病セン
ター（周南こどもＱＱ）（徳山中央病院内）
診療科目　小児科
診療時間 ●休日…9時～12時、

13時～17時、19時～22時

●平日夜間…19時～22時
電話　☎0834-28-9650
■休日歯科診療所（今宿町3-55）
診療科目　歯科
診療時間　９時～13時
電話　☎0834-32-1717
※時間外の診療は消防本部指令課☎08
34-22-8765へ問い合わせてください。

15歳未満の子どもの急病、疾患は…小児救急医療の電話相談（19時～翌朝8時）☎＃8000（携帯電話・プッシュ回線）または☎083-921-2755
15歳以上の急病、疾患は…救急医療の電話相談（24時間）☎＃7119（携帯電話・プッシュ回線）または☎083-921-7119

 7日（日）

11日（祝）

14日（日）

21日（日）

23日（祝）

28日（日）

小川クリニック（勝間原）

ふじわら医院(大河内)

松永医院（夢ヶ丘入口）

松村医院（本町）

松本医院（大江）

小川クリニック（勝間原）

0833-91-5777

0833-91-7100

0833-91-3006

0833-91-0303

0833-91-6020

0833-91-5777

■熊毛地域休日在宅当番医（診療時間…9時～17時）

2月　　　当番医　　　　　　　電話番号

●受診時は、健康保険証や福祉医療証な
どを持参してください。受付時間は、診
察終了時間の30分前までです。

対象　1歳6カ月児～未就園児とその保護者
日時　2月5日（金）9時～12時
　　　※先着順で1人当たり約30分間です。
内容　虫歯菌唾液検査、歯によい食事の話、虫歯の原因と予

防方法、歯みがき実習
場所　徳山保健センター
持参物　母子健康手帳、筆記用具、歯ブラシ（歯みがき実習希望者）
申込み　2月4日（木）までに、あんしん子育て室

◆にこにこハミガキ相談会

親と子の健康づくり

　予約制の個別相談です。相談を希望する人は、あんしん子育
て室に連絡してください。

◆すこやか育児相談

◆3歳児健康診査
　3歳の頃は体と心の発達が目覚ましく、一生の基礎ができ
上がる大切な時期です。子どもの成長を確認するとともに、子
育てについての相談に応じます。
対象　平成28年3月以降に生まれた、これまで３歳児健康診

査を受けていない幼児　※対象者には、個別に通知します。
持参物　健康診査票・少量の尿・母子健康手帳

2月   4日（木）
18日（木）
25日（木）

12：50～13：20
12：30～13：30
12：30～13：30

ゆめプラザ熊毛
徳山保健センター
徳山保健センター

日時　　　　　　　　　　　　　　場所

緊
急
の
場
合

　離乳食や虫歯予防に関する不安や困りごとの相談に応じます。
対象　おおむね生後4カ月～1歳児の保護者
日時　2月3日（水）9時～15時
　　　※1人当たり約30分間の予約制です。
内容　離乳食、虫歯予防についての個別相談会
場所　徳山保健センター
持参物　母子健康手帳、筆記用具
申込み　1月29日（金）までに、あんしん子育て室

◆はじめての離乳食相談会
講座を受けるには無料アプリZoomの
ダウンロードが必要です。
※インターネットに接続できる環境が必要です。
※通信費は自己負担です。Wi-Fi環境を推奨します。

オンライン講座

◆はじめての離乳食セミナー
対象　おおむね生後4～6カ月児の保護者
日時　2月12日（金）10時～11時
内容　離乳食、虫歯予防について
申込み　1月29日（金）までに、あんしん子育て室

詳
し
く
は

こ
ち
ら
◀

対象　▼前半…市内に在住する、これか
らパパ・ママになる人▼後半…前半の対
象者と0～3歳の乳幼児を持つ保護者

日時　2月21日（日）▼前半…10時～11時▼後半…11時～12時
内容　▼前半…出産に向けた準備から産後の子育てにつ

いて▼後半…先輩パパの子育て体験談・子どもの脳を
育てるための語りかけ（講演）

定員　40組（受け付け順）
申込み　2月18日（木）までに、市ホームページから

◆パパニティ講座
詳
し
く
は

こ
ち
ら
◀

健康に関する悩みや相談に管理栄養士や
保健師、歯科衛生士が応じます。
対象　市内に在住、または通勤する40歳以上の人
　　　※現在治療中の人を除く。
持参物　健康診査受診結果（持っている人のみ）
申込み　各相談日の1週間前までに、健康づくり推進課、

熊毛総合支所市民福祉課

成人の健康づくり相談会

※都合が合わない人は、別の日でも予約を受け付けます。

9日（火）

18日（木）
22日（月）

9：00～12：00
13：30～16：15
9：30～12：00

  9：00～12：00
13：30～16：15

日時　　　　　　　　　　　　 場所
2月 徳山保健センター

徳山保健センター

熊毛総合支所

問合せ
あんしん子育て室☎0834-22-8550（成人の健康づく
り相談会は、健康づくり推進課☎0834-22-8553）
熊毛総合支所市民福祉課☎0833-92-0013、
コアプラザかの☎0834-68-2302 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、変更または中止になる場合があります。
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お
知
ら
せ

情報
ひろば
informat ion

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
に
伴
う
お
願
い

▼
イ
ベ
ン
ト
や
講
座
な
ど
で
は
マ
ス

ク
を
着
用
し
て
く
だ
さ
い
。▼
イ
ベ
ン

ト
な
ど
は
内
容
の
変
更
や
中
止
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。▼
各
種
手
続

き
で
可
能
な
も
の
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
や
郵
送
を

利
用
し
て
く

だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

1
月
26
日
は
文
化
財
防
火
デ
ー

法
隆
寺
金
堂
壁
画
が
焼
失
し
た
1

月
26
日
は
文
化
財
防
火
デ
ー
で
す
。

文
化
財
は
、一
度
失
う
と
そ
の
価
値

を
取
り
戻
す
こ
と
は
不
可
能
で
す
。一

人
ひ
と
り
が
、文
化
財
を
大
切
に
す

る
心
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　
生
涯
学
習
課
文
化
財
保
護

担
当
☎
0
8
3
4‐22‐8
6
7
7

ふ
く
が
わ
文
化
ま
つ
り
の
中
止

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、中
止
し
ま
す
。

問
合
せ　

新
南
陽
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
☎
0
8
3
4‐63‐５
０
０
０

固
定
資
産
税・都
市
計
画
税
の

軽
減
措
置

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊

急
経
済
対
策
と
し
て
、償
却
資
産
と

事
業
用
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
お

よ
び
都
市
計
画
税
を
、令
和
3
年
度

に
限
り
軽
減
し
ま
す
。

対
象　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
に
よ
っ
て
厳
し
い
経
営
環
境
に

直
面
し
て
い
る
中
小
事
業
者
な
ど

※

詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
み　

2
月
1
日（
月
）ま
で
に
、

申
告
書・収
入
減
を
証
す
る
書
類・事

業
用
割
合
を
示
す
書
類（
対
象
が
家

屋
の
場
合
）な
ど
を
、持
参・郵
送・電

子
申
請（
eエ
ル
タ
ッ
ク
ス

L
T
A
X
）で
、〒
7
4
5

‐8
6
5
5
岐
山
通
1‐1
課
税
課

家
屋・償
却
担
当
☎
0
8
3
4‐22‐

8
2
6
9

最新情報は
こちらから▼

徳
山
動
物
園
臨
時
休
園

園
内
設
備
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス・飼
育

動
物
の
ケ
ア
な
ど
の
た
め
、臨
時
休

園
し
ま
す
。

期
間　
2
月
1
日（
月
）〜
5
日（
金
）

問
合
せ　
徳
山
動
物
園
☎
0
8
3
4‐

22‐8
6
4
0

防
災
資
機
材
を
整
備

富
田
西
地
区
自
主
防
災
協
議
会

が
、自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
の
宝
く
じ

助
成
金
で
、ス
ポ
ッ
ト
エ
ア
コ
ン
、イ

ン
バ
ー
タ
ー
発
電
機
、ア
ル
ミ
ベ
ッ

ド
、高
圧
洗
浄
機
、ア
ル
ミ
テ
ン
ト
な

ど
の
防
災
資
機
材
を
整
備
し
ま
し

た
。市

内
の
自
主
防
災
組
織
に
貸
し
出

し
可
能
で
す
。

問
合
せ　

防
災
危
機
管
理
課
防
災

危
機
管
理
担
当
☎
０
８
３
４
‐
22
‐

８
２
０
８

催
し

エ
コ
フ
ェ
ス
タ

リ
ユ
ー
ス
品
抽
選
会

場
所　
環
境
館

内
容　

中
古
家
具
、健
康
器
具
、漫

画
な
ど
の
無
料
抽
選
会

申
込
期
間　
2
月
5
日（
金
）9
時
〜

14
日（
日
）17
時

※

応
募
は
1
人
1
点
で
、窓
口
で
申

し
込
み
が
で
き
ま
す
。

※

抽
選
結
果
は
、2
月
18
日（
木
）10

時
に
、リ
サ
イ
ク
ル
推
進
課・環
境

館・環
境
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
発
表

し
ま
す
。

問
合
せ　
環
境
館
☎
0
8
3
4‐61‐

0
3
0
2

手
作
り
ベ
ー
コ
ン
工
房

対
象　
3
歳
〜
小
学
生
を
含
む
家
族

日
時　
2
月
7
日（
日
）13
時
〜
16
時

場
所　
大
田
原
自
然
の
家

環境保全への思いやエピソードを川柳にしたエコ川
柳へ応募いただいた1,131句のうち、審査で選ばれた
4句の中から人気投票で大賞が決定しました。
エコ川柳受賞作品の展示
展示期間と場所　▼1月5日（火）～28日（木）…シビック交流センター▼2月
5日（金）～14日（日）…環境館

おままごと　ついに登場！　エコバック
（ペンネーム　シンさん）

通勤は　アクセル踏まず　ペダルこぐ
（ペンネーム　ＭｉＫｉさん）

準備いい？　財布 携帯　エコバッグ
（ペンネーム　たかノートさん）

エコバッグ　うっかり忘れて　カムバック
（ペンネーム　富岡義勇さん）

内
容　
チ
ッ
プ
か
ら
手
作
り
す
る

ベ
ー
コ
ン
作
り
体
験

定
員　

7
家
族（
申
し
込
み
多
数
の

場
合
は
、抽
選
）

参
加
料　
1
家
族
4
0
0
円（
消
耗

品・保
険
代
な
ど
）

申
込
み　

1
月
25
日（
月
）ま
で

に
、住
所
・
参
加
す
る
家
族
全
員
の

氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
・
参
加
動

機
を
、郵
送
・フ
ァ
ク
ス・
E
メ
ー
ル

で
、〒
7
4
5‐0
5
1
1
中
須
北

3
1
9
4
大
田
原
自
然
の
家
☎
・

おもしろエコ川柳の大賞が決定

問合せ　環境政策課環境政策担当☎0834-22-8324
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募
集

P
R
し
て
い
ま
す
。そ
の
認
定
を
希

望
す
る
店
な
ど
を
募
集
し
ま
す
。

対
象　
市
内
に
住
所
を
有
す
る
、小

売
店
、直
売
所
、飲
食
店
、宿
泊
施

設
、食
品
加
工
所

認
定
基
準　
▼
積
極
的
に
地
場
産
品

を
活
用
し
、P
R
し
て
い
く
意
思
が

あ
る
▼
市
が
行
う
地
産
地
消
関
連
の

イ
ベ
ン
ト
に
積
極
的
に
協
力
で
き
る　

な
ど

※

施
設
ご
と
に
定
め
る
基
準
が
あ
り

ま
す
。詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

認
定　
市
地
産
地
消
推
進
協
議
会
で

審
査

申
込
み　

2
月
1
日（
月
）〜
28
日

（
日
）に
、農
林
課
・
総
合
支
所
・
支

所・市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
配
布
す
る
申

込
書
を
、持
参・郵
送
で
、〒
7
4
5

‐8
6
5
5
岐
山
通
1‐1
農
林
課

6
次
産
業
化
・
地
産
地
消
担
当
☎

0
8
3
4‐22‐8
3
6
9

自
動
販
売
機
設
置
事
業
者
の

公
募

設
置
場
所
と
台
数　
▼
和
田
市
民

セ
ン
タ
ー
…
1
台
▼
秋
月
市
民
セ
ン

タ
ー
…
1
台
▼
遠
石
市
民
セ
ン
タ
ー

…
1
台
▼
桜
木
市
民
セ
ン
タ
ー
…
1

台
▼
大
河
内
市
民
セ
ン
タ
ー
…
1
台

▼
熊
毛
勤
労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
サ
ン
ウ
イ
ン
グ
熊
毛
）…
1
台
▼
戸

問
合
せ　

情
報
企
画
課
統
計
担
当

☎
０
８
３
４‐22‐８
２
６
３

募
集

市
長
と
語
る
ま
ち
づ
く
り
懇
談

会
参
加
団
体

テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、市
長
と
懇
談
す

る
参
加
団
体
を
募
集
し
ま
す
。

テ
ー
マ　

何い
く
つ歳

に
な
っ
て
も
社
会
参

加
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

日
時　
3
月
23
日（
火
）14
時
〜
15
時

30
分

場
所　
市
役
所
多
目
的
室

定
員　

10
人
程
度（
1
団
体
か
ら
2

人
程
度
）

※
団
体
か
ら
の
応
募
と
な
り
ま
す
。

※

今
年
度
の
懇
談
会
の
参
加
は
1
団

体
1
回
限
り
と
な
り
ま
す
。

※

詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
み　
２
月
12
日（
金
）ま
で
に
、

申
込
書
を
、持
参
・
E
メ
ー
ル
で
、

市
民
の
声
を
聞
く
課
広
聴
担
当

☎
0
8
3
4
‐
22
‐
8
8
0
8
・

koekiku@
city.shunan.lg.jp

地
産
地
消
推
進
店

市
で
は
、市
内
で
生
産
さ
れ
た
農

林
水
産
物
な
ど
を
積
極
的
に
販
売・

活
用
す
る
市
内
の
店
舗
な
ど
を
認

定
し
、市
民
や
観
光
客
な
ど
に
広
く

0
8
3
4
‐
89
‐
0
4
6
1
・

ootabara@
ccsnet.ne.jp

中
央
図
書
館
の
催
し

朗
読
カ
フ
ェ
in
図
書
館

日
時　
1
月
23
日（
土
）14
時
〜
15
時

内
容　
始
ま
り
の
話
を
テ
ー
マ
に
し

た
作
品
の
朗
読

定
員　
20
人（
受
け
付
け
順
）

親
子
ら
い
ぶ
ら
り

子
ど
も
連
れ
の
人
に
も
ゆ
っ
く
り

と
本
を
選
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、

仕
切
ら
れ
た
部
屋
で
子
ど
も
を
遊
ば

せ
な
が
ら
、育
児
書
や
料
理
本
、絵

本
な
ど
を
選
ん
で
、そ
の
場
で
借
り

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。人
気
絵
本
の

D
V
D
上
映
も
あ
り
ま
す
。

対
象　
乳
幼
児
と
そ
の
保
護
者

日
時　
1
月
27
日（
水
）10
時
〜
11
時

い
ず
れ
も

参
加
料　
無
料

問
合
せ　
中
央
図
書
館
☎
0
8
3
4‐

22‐8
6
8
2

県
統
計
グ
ラ
フ
コ
ン
ク
ー
ル
入

賞
作
品
の
展
示

今
年
度
県
統
計
グ
ラ
フ
コ
ン
ク
ー

ル
で
入
賞
し
た
作
品
の
展
示
を
行
い

ま
す
。

日
時　
2
月
2
日（
火
）〜
8
日（
月
）

9
時
〜
22
時

場
所　
シ
ビ
ッ
ク
交
流
セ
ン
タ
ー

徳山駅南北自由通路エスカレーター棟内有料広告掲出者
徳山駅南北自由通路の広告掲出者を募集します。
広告掲出場所と広告料最低価格（年額）

位置 面積（メートル） 広告料最低価格（年額）

1階

エスカレーター後壁面 縦4.80×横2.40 1,198,080円
玄関口上部壁面西側① 縦1.78×横1.92 354,640円
玄関口上部壁面西側② 縦1.78×横2.36 436,800円
玄関口上部壁面東側 縦1.20×横3.60 449,280円
エスカレーター昇降口案内表示裏面（２カ所） 縦0.30×横0.80 49,920円

2階

エスカレーター上部の梁 縦1.30×横5.00 676,000円
通路柱（大）南側面西 縦2.38×横1.74 430,560円
通路柱（大）南側面東 縦1.78×横1.58 292,240円
通路柱（小）北側面 縦1.78×横0.70 128,960円
エスカレーター昇降口案内表示裏面（２カ所） 縦0.30×横0.80 49,920円

契約期間　４月１日～令和４年３月３１日
※契約期間は年度単位とし、以後２回の年度更新が可能です。※応募者多数の場合、市の定める基準により審査、採点し決
定します。※詳細については、市ホームページを確認してください。
申込み　２月１２日（金）１７時までに、封筒に入れた必要書類を、持参で、中心市街地活性化推進課中心市街地活性化推進担
当☎０８３４-２２-８４３８

※価格は税別です。
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し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
令
和
2
年
6

月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
な
い
人
で
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
て
家
計

が
急
変
し
た
場
合

児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者
へ
の
拡

充
臨
時
特
別
給
付
金

対
象　
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者

へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
、ひ
と
り
親

世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
の
い
ず
れ
も

支
給
さ
れ
な
い
人

い
ず
れ
も

申
請
期
限　
2
月
26
日（
金
）

問
合
せ　
こ
ど
も
支
援
課
こ
ど
も
給

付
担
当
☎
0
8
3
4‐22‐8
4
6
0

子
育
て

小・中
学
校
入
学
通
知
書
の
発
送

令
和
3
年
度
4
月
に
市
立
小・中

学
校
入
学
予
定
者
の
入
学
通
知
書

（
は
が
き
）を
、1
月
下
旬
に
発
送
し

ま
す
。

2
月
に
な
っ
て
も
届
か
な
い
場
合

は
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　
▼
小
学
校
入
学
予
定
者（
平

成
26
年
4
月
2
日
〜
平
成
27
年
4
月

1
日
生
ま
れ
）▼
中
学
校
入
学
予
定
者

（
平
成
20
年
4
月
2
日
〜
平
成
21
年

4
月
1
日
生
ま
れ
）

問
合
せ　
学
校
教
育
課
学
務・保
健

担
当
☎
0
8
3
4‐22‐8
5
4
3

相談

行政
相談

日時 場所 問合せ
１月２０日（水）９時～１１時３０分 菊川市民センター ●A●B

１３時～１５時３０分 夜市市民センター ●A●B
２６日（火）１３時３０分～１５時３０分 鶴いこいの里交流センター ●A●B
２７日（水）９時３０分～１１時３０分 櫛浜市民センター ●A●B
２８日（木）10時30分～12時30分、13時～15時 学び・交流プラザ ●A●B

無料
法律相談

日時 場所 問合せ
２月１０日（水）９時～12時 市役所共用会議室・市役所多目的室 ●A
※２月２日（火）８時３０分から予約を受け付けます。

問合せ　●A生活安全課市民相談センター☎0834-22-8320●B山口行政監視行政相談センター☎083-922-1591

PCB廃棄物の処理期限が迫っています
ポリ塩化ビフェニル（PCB）は、健
康や生活環境に被害を及ぼすおそれ
がありますので、処分期間内に処理
してください。●対象／PCBが使わ
れた照明器具安定器※PCBは、昭和
52年3月以前に建築された事業用
建物に設置・保管されている可能性
があり、家庭用器具には使われてい
ません。※中小企業者などは処理費
用軽減制度があります。●処分期限
／3月31日●問合せ／県周南健康

福祉センター☎0834-33-6429

しゅうなん元気活動支援事業助成金
市民活動促進のため、市内で活動

する市民活動団体の自主的な活動に
必要な経費の一部を助成します。●
対象／次の全ての要件を満たす市民
活動団体▼市内で活動している▼運
営に関する規則などの定めがある▼
継続的な活動を行っている▼地域社
会が抱える課題の解決に向けて自発
的に取り組む事業を新たに行う、また
は新たな展開を図っている●助成金
額／1事業につき10万円以内●審査
方法／書類、プレゼンテーション●申
込み／2月17日（水）までに、市ふるさ
と振興財団☎0834-33-7701

その1

掲示板
市以外からのお知らせ

田
支
所
…
1
台
▼
消
防
本
部
…
2
台

▼
東
消
防
署
…
2
台
▼
西
消
防
署
…

2
台
▼
北
消
防
署
…
1
台

決
定
方
法　
市
へ
納
入
さ
れ
る
取
扱

料
率
な
ど
で
決
定

※

募
集
要
項
な
ど
は
、市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
配
布
し
ま
す
。

申
込
み　
2
月
9
日（
火
）17
時
ま
で

に
、必
要
書
類
を
、持
参
・郵
送（
書

留
郵
便
で
、必
着
）で
、〒
7
4
5‐

8
6
5
5
岐
山
通
1‐1
施
設
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
課
財
産
管
理
活
用
担
当

☎
0
8
3
4‐22‐8
2
8
1

福
祉

申
請
は
済
ん
で
い
ま
す
か

ひ
と
り
親
世
帯
へ
の
給
付
金

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
で
、ま

だ
申
請
を
し
て
い
な
い
場
合
は
、期

限
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

基
本
給
付
の
対
象　
▼
公
的
年
金
な

ど
を
受
給
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、

令
和
2
年
6
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
人
▼
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

で
、収
入
が
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

と
同
じ
水
準
に
な
っ
て
い
る
人

追
加
給
付
の
対
象　
▼
令
和
2
年
6

月
分
の
児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ

た
、ま
た
は
公
的
年
金
な
ど
を
受
給

地雷撤去のため書き損じはがきを集
めています
カンボジアの地雷被害を無くすた
め、書き損じはがきなどを集めて換金
し、地雷撤去団体への寄付を行ってい
ます。はがき２～３枚で、１平方メートル
の地雷撤去費用に変わります。●対象
／書き損じはがき・未使用のはがき・切
手・テレホンカード・ＱＵＯカード・図書
カード●申込み／３月３１日（水）までに、
郵送で、〒８１４-０００２福岡県福岡市早良
区西新１-７-１０-７０２カンボジア地雷撤去
キャンペーン事務局☎０９２-８３３-７５７５

伝言板
皆さんの活動耳より情報
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その2

掲示板
市以外からのお知らせ

市内で開催されるアートイベントを紹介します。

イベント日程など…詳しくは「ボートレース徳山」のホームページを検索！！
問合せ　ボートレース徳山☎0834-25-0540

ボートレース徳山
オフィシャルウェブサイト1月16日（土）～21日（木）

中日スポーツ杯争奪戦

ボートレース徳山の収益金は、乳幼児・こども医
療費の助成など本市の子育て支援に役立って
います。

ART
アートスポットガイドin周南

GUIDE

いずれも●開館時間／9:30～17:00（入館は16:30まで） 休館日／月曜日▼常設展観覧料／
一般200（160）円、学生100（80）円（　）内は20人以上の団体※18歳以下および70歳以上
は無料※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳などを持参の
人とその介護者は無料

美術博物館
☎0834-22-8880

猪熊弦一郎展「いのくまさん」
●期間／２月２３日（祝）まで▼観覧料
／一般１,１００（１,０００）円、大学生８００
（７００）円（　）内は前売りおよび２０人以
上の団体※１８歳以下無料※本展を鑑賞
の際は、常設展も無料。

郷土美術資料館・尾崎正章記念館
☎0834-62-3119

企画展「岩池和代作品展～花さいさ
い～」
●期間／３月７日（日）まで

常設展「尾崎正章たまて箱③油絵
満載」　
●期間／３月７日（日）まで

ワークルーム
富田幼稚園作品展
●期間／１月２０日（水）～１月２４日（日）

※新型コロナウイルス感染拡大のため、変更に
なる場合があります。また、来館の際は、感染
拡大防止対策に協力してください。

スリランカゾウ「ミリンダ」
令和2年12月31日に13歳の誕生日を迎え

ました。体重も1,900キログラムから4,000キ
ログラムに成長し、8回目の日本の冬を過ごし
ています。写真の撮影日も、スリランカでは体
験することのない雪のちらつく寒い日でした
が、元気一杯のポーズを見せてくれました。少
しずつ大人へと成長するミリンダを、これから
も応援してください。
問合せ　徳山動物園☎0834-22-8640

動物園の動画は
Facebookで配
信しています

ふるさと山口企業合同就職フェア
求職者などと企業との出会いの
場を提供します。●対象／令和3年
3月に大学・短大・専修学校などを卒
業予定の人、求職中の人※対象の保
護者も参加できます。●日時／2月5
日（金）10時～12時30分、13時30
分～16時●場所／山口グランドホテ
ル（山口市）●内容
／参加企業の採用
担当者との面談（予
約不要）●参加料／
無料●問合せ／山
口しごとセンター☎
083-976-1145

相続登記に関する無料法律相談
2月の「相続登記はお済みですか月
間」に合わせ、県下の司法書士事務所
で相談を無料で行います。●期間／2
月1日（月）～28日（日）●相談内容／
相続登記・遺言・遺産分割協議など、
相続に関するもの●問合せ／県司法
書士会事務局☎083-924-5220

県特定最低賃金時間額の改正
●県最低賃金／829円●県特定最
低賃金時間額（令和2年12月15日か
ら適用）／▼鉄鋼業、非鉄金属製錬・
精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非
鉄金属素形材製造業…967円▼電
子部品・デバイス・電子回路、電気機
械器具、情報通信機械器具製造業
…893円▼輸送用機械器具製造業
…937円▼百貨店、総合スーパー…
859円●問合せ／厚生労働省山口
労働局賃金室☎083-995-0372

◀猪熊弦一郎
　「顔15」（１９８９年）

◀岩池和代

　「燦
さんさん
燦

　（ミモザの下に）」
　（2017年）

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館蔵
©公益財団法人ミモカ美術振興財団

猪熊弦一郎▶
　　　「題名不明」
　　　（１９８５年）
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